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独立行政法人会計序説 一運営費交付金等の

負債計上 とその影響 一

関 口 博 正

1.は じ め に

運営費交付金や施設費 ・寄付金(以 下、運営費交付金等)は 独 立行政法人の会 計

処理上、国な どか ら交付 を受けた時点では負債計上が求 め られ ている。 この負債 の

認識基準 は独 立行政法人に"固 有 の会計処理"で ある。

運営費交付金等の負債計上は、国の予算執行 に連動 させ、責任分担 を明確 にす る

ための工夫で あ り、 同時に運営費交付金等の受 け入れ時に損益 を発生 させ ないた め

の会計処理だが、他 の非営利事業体や営利事業 が類似す る業務 を行 ってい る場合 に

は、両者 の比較可能性 は阻害 され ることになる。他 の組織体 に適 用 され る会計基準

では、補助金 な ど対価性のない取引であって も損益取引 と して会計処理す るこ とが

求 め られ ることが多 いか らである。

そ こで、本稿では現行の規定 と他の事業体 に適用 されている基準等 とを比較検討

した上で、他事業 との比較 を可能 にす るための修 正を試み、独 立行政法人 の負債計

上 の実態 と報告利益 に及 ぼす影響の程度 を分析 した。

2.運 営費交付金等の負債性 一「独立行政法人会計基準」における現行規定

独 立行政 法人1は 、行 政改革 の一環 として、 国の業務の効 率化 、公務員 定数 削減

(2001年 か ら10年 間で国家公務員 の25%を 削減)を 目途 として制度導入 され た経緯

か ら、法人化 され るまでは国の機 関 として予算主義 ・単式簿記 を基礎 とす る官庁会

計が採用 されてきた。

平成12年2月 に制 定(そ の後 平成15年3月 に一部改訂)さ れた 「独立行政法人会 計

基準」 では、官庁会計 に代 え企 業会計 を基礎 とす る独特 の会計方式が採用 され てい
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る。すなわち、原則 と して企 業会計原則 に よる(独 立行政法人通則法第37条)と し

なが ら、資金 の調 達源泉(負 債及び資本)と 運用形態(資 産)と の連動 を求 める会

計処理や 、期間利 益を発生 させ ないための対照勘定処理な ど、固有の会計処理が別

途要求 され てい る。業務運営 の財源 を国に依存 してお り、営利性 を前提 とす る企業

会計 とは前提が異 なるか らである2。

「『独 立行政法人会計基準』 の設定 について」 とい う独 立行 政法人会計基準 の前

文では、独立行政法人は公共的な性格 を有 しているこ と、利益獲得 を 目的 としてい

ない こと、独 立採算制 を前提 としない ことが独 立行政法人 の特徴 で、 しか も、独立

行政法人が政策 の実施 主体で独 立行政法人独 自の判断では意思決 定が完結 し得 ない

場合 があ り、 「その意思決定のみでは完結 し得ない独 立行政 法人 の活動については、

これ らに起因す る収入や支出 を独立行政法人 の業績 を評価す る手段 としての収益や

費用、すなわち損益 計算 に含 め ることは妥 当で ない場合が ある」 ことを指摘 してい

る。

運営費交付金等 を負債計上す る会計処理 は、企 業会計原則 の規定か ら離脱 して損

益計算 に運営費交付金等 を含 めない よ うにす る処理 を求め る"独 立行政法人固有の

会計処理"の 典型 的例で ある。

業務実施 に必要 な財源 として国か ら運営費交付 金等 を受領 した ときには収益 計上

しない ことの根拠 は桜 内(2004)3が 明快 であ る。 運営 費交付金等 は、対価 を伴 わな

い移 転 的 ま たは所 得 分配 的 な収 入 ・支 出 と して の非 交i換性 取 引(non-exchnge

transaction)で 、損益 ニ ュー トラル の会計処理方法が行 われ るべ きだ とす る。す な

わ ち、 「非交換性 の収入の場合、 これ を受入れ た時点 では、その法人 のマネ ジメン

ト ・レベルの意思決定や業務執行 の成果であ る収益 とは認 め られないこ とか ら、一

旦 これ を負債(資産見返負債)と して貸借対照表上 に計上 してお き、その後、補助 金

等 が交付 され た 目的 に従 った支 出がな され た時点 で、そ の支 出 に対応 させ て負債

(資産見返負債)を 収益化す る ものである。 つ ま り、非交換性 の収入の場合 、法 人

は補助金等 が交付 され た 目的に従 って支出す るこ としか認 め られてお らず 、その非

交換性の収入 の多寡 は法人のマネ ジメン ト・レベル のパ フォーマンスの善 し悪 しを

評価 す る指標 とはな り得ない ことか ら、実際 に支 出がなされ る時点まで収益化 の時

点 を後にず らす のである」(桜 内、2004、p.62)と 説 明す る。

2.1運 営費交付 金等の意義

1)運 営費交付金の意義
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国は独 立行政法人 の業務運営 のた めに必要 な財源措置 を講ず る ことが求め られて

お り(中 央省庁等 改革基本法第38条 第4号)、 政府 は、予算の範 囲内において、独 立

行政法人に対 し、その業務 の財源 に充てるた めに必要 な金額 の全部又は一部 に相 当

す る金額 を交付す ることができる(独 立行政法人通則法第46条)。 具体的には、 中

央省庁等改革の推進 に関す る方針(平 成11年4月27日 中央省 庁等改革推進本部決定)

第21に おいて明 らかに されている。 それ によれば、予算は以 下の手法1も しくは手

法2の いずれかに よって措置 され る。

[手法1]中 期計画 において計画期間 中の予算措置 の総額 を定め、国庫債務負担行

為4と して予算 に計上す る。各年度予算 においては、 これ を具体的に歳 出化す る。

[手法2]中 期計画 において計画期間 中の予算額算定 のた めのルールや投資計画 を

定める。各年度の予算編成 において は、ルールの具体的適用や投資計画の実現 を図

る。

中央省庁等改革の推進 に関す る方針21(3)に よれ ば、 「運営費交付金 はいわば 『渡

し切 りの交付金』 として措置」 し、 「運 営費交付金 を財源 とす る独立行政法人の支

出予算 につ いては、その執行に当た り、国の事前の関与 を受 けることな く予定の使

途 以外 の使途 に充て る ことがで き」、年度 内に遣 い残 しが生 じた場合で あって も翌

年度 に繰 り越す ことができることが明 らかに されてい る。

この よ うに独立採算制 を予定 しない独立行政法人 に対 して国か ら支給 され る業務

運営の財源 が運営費交付金 であ り、予算制度 にお ける単年度 主義 の弊害 を緩和 し、

運用 の弾力性 を高 めるために、項 目間の流用 を 自由に認 め、 中期計画期間にお ける

年度 間の繰越 を認 めてい る。

2)施 設費の意義

独 立行政法人の投資計画 に要す る費用で国が支 出す るものの うち、国の予算 にお

いて公債発 行対象経費であ るもの につ いては、運営費交付金 とは別 に施設費が措置

されている。独 立行政法人 に対す る施設費は、国の予算 においては、必要に応 じ繰

越明許費5と して計上 され 、中期計画 に定めた範 囲内で弾力 的に執行 され る。

ただ し、財政法第4条 但書 きによる公債発行 に該 当 しない場合 には、予算措置上

は運営交付金 として取 り扱 われ る。

2.2運 営費交付金等の会計処理

1)運 営費交付金の会計処理

本節では、独立行政法人会計基準が定める運営費交付金等の会計処理の規定を検

129



国際経 営フォーラムNo.16

討 す る。

運 営費交付金 の会計処理 は 「独立行政法人会計基準」第11章 第73及 び同注34に 詳

細な規定があ る6。 同規定 によれば、独立行政法人 が運営費交付金 を国か ら受 け入

れた ときには運営費交付金債務 として流動負債 に計上 し、その後 、業務 の進行 に応

じてプ ロジェク ト ・期間 ・発生費用等 を基準 として収益化 を行 う。

運営費交付金収益の計上基準は費用進行基準(独 立行政法人会計基準注34の2(3))

が最 も簡便であるものの、 この場合 には運営費交付金債務の収益化 は業務 のた めの

支出額 を限度 と して しか行 うこ とが出来ない(つ ま り運営費交付金 に関 しては発生

費用 をまかな うだけの収益化 を実施す るため、常に損益ゼ ロとな る)。 プ ロジ ェク

ト進行基準並びに期間進行基準の場合 には、中期 計画及び これ を具体化す る年度計

画等 においてあ らか じめ 目標 を精緻 に明 らかに してお く必要があるため、試験研究

等を業務の 中核 とす る法人 に とって計画立案 を立てに くい面がある。 ただ、限定 さ

れ た規定のなかで効 率的 ・効果 的な運営 を可能 にできる とい うイ ンセンテ ィブを更

に高めるた めには、費用進行基 準か らプ ロジェク ト進行基準並び に期 間進行基準へ

の変更(独 立行政法人会計基準注34の2(1)及 び2(2))が 望ま しい。

なお、運営費交付金 に対応す る固定資産取得 につ いては、資産の種類 に応 じ、次

の よ うに処理 され る。

ア)非 償却資産で 中期計画の想 定の範囲内に取得 された ときには、その金額 を運営

費交付金債務 か ら資本剰余金 に振 り替え る。

イ)非 償却資産で もその取得 が中期 計画の想 定外 だった場合、又は償却資産 の取得

の場合 には、その金額 を運営費交付金債務か ら別 の負債項 目であ る資産見返運営費

交付金 に振 り替 える。償却資産の場合 は毎事業年度 、減価償却相 当額 を取 り崩 して、

資産見返運営費交付金戻入 として収益 に振 り替 える。

ウ)取 得 固定資産が運営費交付金に よ り支出 され た と合理的 に特定 できない場合 に

おいては、相 当 とす る金額を運営費交付金債務 か ら収益 に振 り替える。

2)施 設費の会計処理

「独 立行政法人会計基準」第11章 第74及 び同注35は 施設費の会計処理 を定 めてい

る7。 施設 費につ いて も運営費交付金 と同様 に、受領 時には預 り施設費 とい う流動

負債 に計上 され、取得固定資産 の種類 に応 じた科 目の振 り替 えが行われ る。

当該資産が非償却資産である ときには、当該 固定資産 の取得費 に相当す る額 を、

預 り施設費か ら資本剰 余金 に振 り替 えなけれ ばな らない。

当該資産が償却資産である ときには当該 固定資産 の取得 費に相 当す る額 を預 り施
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設費か ら資本剰余金 に振 り替え、以後の減価償却費計上額 を資本剰余金 か ら減額す

る。

3)寄 付金の会計処理

「独立行政法人会計基準」第11章 第75及 び同注36・37は 寄付金 についての会計処

理 を定めてい る8。

イ)寄 附者 がその使途 を特定 した場合又 は寄附者 が使途を特定 していな くとも独 立

行政法人が使用 に先 立ってあ らか じめ計画的 に使途 を特定 した場合 において、寄附

金 を受領 した時点では預 り寄附金 として負債 に計上 し、当該使途 に充て るための費

用 が発生 した時点で当該費用に相 当す る額 を預 り寄附金か ら収益 に振 り替 えなけれ

ばな らない。

ロ)寄 附金 に よって固定資産 を取得 した揚合 、

a)非 償却資産 で、その取得が 中期 計画の想定 の範 囲内であ るときは、その金額 を

預 り寄附金か ら資本剰 余金 に振 り替 える。

b)非償却資産で もその取得が 中期計画 の想 定の範 囲外であ るとき及び償 却資産 であ

る ときは、その金額 を預 り寄附金か ら別 の負債項 目で ある資産見返寄附金 に振 り替

える。償却資産の場合 は毎事業年度 、減価償却相 当額 を取 り崩 して、資産見返寄附

金戻入 として収益に振 り替 える。

c)寄附者若 しくは独立行政法人 のいずれか において もあ らか じめ使途 を特定 した と

認 め られ ない場合には、当該 寄附金 に相 当す る額 を受領 した期 の収益 として計上す

る。

3.他 の会計基準 との比較分析

上述 のよ うに、運営費交付金等 の受 け入れ時 には負債 として認識す る とい う独立

行政法人会計基準 の認識基 準は、対価 を伴わない移 転的または所得分配的な非交換

性 取引(non-exchngetransaction)の 特性 か ら、損益が発生 しないニ ュー トラル な

会計処理方法が行われ るべ きだ とす る桜 内(2004)の 指摘 に合致す る。 しか しなが ら、

この よ うな非交換性取 引について、他 の事業体 に適用 され る会計ル ールの全てが受

け入れ 時に損益 を発生 させ ない よ うな会計処理 を求 めている訳ではない。む しろ、

公会計の 「大半の ものがほ とん ど何の議論 も しないまま、税収 を含 む非交換性取 引

を一一括 して損益勘定で処理す る方式 を採 用 している」(桜 内、2004、p.59)の が実情

である。
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非交換性取引 を損益処理す るとい う"大 半の"公 会計の会計処理 の方法は、企業

会計 において補助金 な どの非交換 性取引を収益 計上 しているこ との影響だ と思 われ

る。

企 業会計 においては、第三者か らの資産の贈 与や固定資産取得 に充て る 目的 で交

付 され た国庫補助金 な どにっいて、その他の剰余金 に区分す ることが求 められ てい

る。企業会計原則 の考 え方に基づいて株主以外 か らの資本提供や投下資本 の修正 を

資本 の部 に表示す るためには、国庫補助金受 け入れ額 を特別利益 と して損益計算書

に計上 し、課税後 の金額 を利益処分 によって内部留保す る とい う手続きが必要 にな

る。 この方 法は企業会計原則 注解2(2)の 規定 に従った処理方法 であるが、他 に同注

解24が 規定す る圧縮記帳方式 も存す る。

圧縮記帳方式 は法人税法の規 定に従い、国庫補助金受 け入れ時 の収益認識(国 庫

補助金受入益)と 同額 の圧縮損(固 定資産圧縮損)を 計上 し、固定資産 の帳簿価 額

を同額減額 させ ることで、それ以降の減価償却費 の計上を減 らす もので、課税 の繰

り延 べの効果 をもた らす手法 である。

企業会計原則注解2(2)、 同24の いず れの場合 にも、国庫補助金 受け入れ時 には収

益 としての認識 が求 め られ ているので、企業会計上 は国庫補助金受 け入れ 時に収益

認識 が求 め られ てい る と理解 して良い9。

他 の非営利組織 を対象 とす る会計 において も、補助金受 け入れ時 には収益 として

の認識 を求め るものが、む しろ一般 的であ る。

例 えば私 立学校振 興助 成法(昭和50年 法律第61号)第14条 第1項 に規定す る学校 法

人が対象 とな る 「学校法人会計基準」(文 部省令第18号)で は、別表第2に お ける消

費収支計算書記載科 目において、消費収入 の部の補助金 に関す る小科 目として国庫

補助金及 び地方公共団体補助金 が記載 され てい る。学校法人会計基準にお ける消費

収支計算 書は、帰属収入合計(収 入総額)か ら基本金組入額 を控除 して消費収入 の

部合計 を算 出す る点で厳密 には民間企業 が作成す る損益計算書 と異なるものの、相

応 の対応 関係 を保持 してお り、従 って学校法人会計上 は補助金 は受け入れ時に収益

として認識 されてい ると理解 して よい。

これ に対 し、独 立行政法人 会計基 準 を基本モデル として平成14年8月 に制定 され

た国立大学法人会計基準 では、第791。において、補助金受 け入れ 時に預 り補助 金等

として負債認識 し、補助金等の交付 の 目的に従 った業務の進行 に応 じて収益化が行

われ る。補助金 による調達資産が非償却資産 の場合 には取得 に充 て られ た補助 金等

の金額 を預 か り補助金等 か ら資本剰 余金 に振 り替 え、償却 資産 の場合 には、資産 見
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返補助金等 に振 り替 えを行 うとともに、減価償却 を実施す る都度 、同額 を資産見返

補助金等戻入 として収益計上す る。

この よ うに、大学教育 とい う共通 の事業を営むに もかかわ らず 、国立大学法人 と

私立学校法人のそれ ぞれ に適用 され る会計基準の内容 が異なってお り、一方では補

助金受領時 に負債計上 を求め、他方 は補助金受領 時に収益計上 を求 めるとい う現状

がある。類似業務 を営み なが ら両者の認識基準が異なるこ とは、両者 の比較可能性

を促進 す るとい う見地 か らは望 ま しくない。 この よ うな事例 は他 にも存在す るこ と

が容易に予想 され るので、今後 、少 な くとも他の類似業務 を営む法人 との比較可能

性 を担保す る基準相互 間の調整 が実施 され るこ とが必要で あると考 える。

4.負 債計上の影響分析

以上の よ うに、独 立行政法人や 国立大学法人 と類似 の業務 を営む他事業者 が存在

し、両者の効率性 等の比較 を行 お うとす る場合 には、運営費交付金等の会計処理の

方法 の違いが比較の妨 げになる。

運営費交付金等 を負債計上す ることは、予算主義 に立つ国 との対応 関係 を保 ち、

責任 の所在 を明 らかにす るとい う直接 の効果 の他 に、算 出 され る利益額 を圧縮 させ

る とい う副次的な効果 も持 ってお り、運営費交付金等 の負債残 高に相 当す る当期利

益が圧縮 されている と理解 され るのである。

従 って、適用 され る会計基準が異な る組織相互間 の比較可能性 を担保す るために

は、両者 の調整 が必要で、補助金等 を収益計上 してい る組織ク)財務数値 に独 立行政

法人等 の財 務数値 を対応 させ るた めには、独 立行政法人等 が負債 計上 した運営費交

付金や補助金 を補正す る必要 がある。す なわち、期末 に貸借対照表 に計上 され てい

る運営費交付金等 の負債残 高を利益 に加 える加 工処理 を施せ ばよい。負債残 高に相

当す る額 は未だ収益化が行 われていない部分であるか ら、 これ を利益 に加 えること

で比較 可能 な修正後の利 益額 が求 め られ る。

そ こで、運営費交付金等の負債計上の影響を調べ るために、独 立行政法人評価年

報(平 成14年 度版)1'及 び 同(15年 度版)12を 用 いて全独 立行政法人(58法 人)の 運

営費交付金債務 の残高 と当期総利 益の額 を調べ、運営費交付金 に占め る割合 、利益

に及ぼす影響 を分析 した13。

その結果 、表1、 表2に 示す よ うに、全法人 の合計額 では、運営費交付金 総額

(平成13年 度349,592百 万 円、平成14年 度374,998万 円)、 運営費交付金債務 の うち
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当年 度 分(平 成13年 度20,582百 万 円、平 成14年 度24,003万 円)で あ り、 両者 の 比率

は全 法 人 で平成14年 度 は5.89%、 平成15年 度 は6.40%で あ った。 ま た 、利 益 に及 ぼす

影 響 を、 当期 純利 益 に運 営費 交 付金 債 務 を加 えた もの を分 子 に、 当期 純利 益 を分 母

とす る比率 で計 測す るな らば 、全 法人 で平成14年 度 は141.23%、 平 成15年 度 は192.37%

で あ る こ とが判 明 した。

従 って この試 算 か ら判 断す る限 り、各独 立行 政 法 人 に よ るば らつ きが あ る ものの 、

運 営 費 交 付金 債 務 の影 響 は決 して無 視 で きな い もの で あ る こ とが分 か る。

5.お わ り に

独 立行政法人通則法第44条 は、独 立行政法人が損益計算において利益 を生 じた と

きは、前事業年度 か ら繰 り越 した損失を埋 め、なお残余がある ときは積立金に計上

すべ きことを規 定 してい る。 この場合 には主務大 臣の承認 を受 ける必要 があ り、中

期計画期 間中は中期計画で予 め定めた事項 に従 って 目的積 立金 を積 み、 これを原資

として固定資産 を取得す るこ とが可能 となる。 目的積 立金 に関 して主務大臣の承認

を得 な くてはいけない点で、独 立行政法人の運営 において利益計上 を避 けるイ ンセ

ンテ ィブが働 くことは容易 に予測 され る。

運営費交付金等の受 け入れ時に負債計上を求める独 立行政法人会計基準の処理 は、

結果 として利益 を圧縮 させ る効果 を もた らす点で、 当事者 であ る独立行政法人 には

好 ま しい処理 であろ う'6。

しか しなが ら、他 の公会計基準 の多 くが補助金 の負債計上を行 っていない現状 で

は、事業 内容が類似す る事業体 との比較 のためには、運営費交付金債務等 を利益 に

加算す る加工処理 が必要 にな るとい う煩雑 さがあ る。従 って財務諸表 の比較可能性

の観 点か らは、運営費交付金や補助金 についての計上基準を公会計の基準間で整合

させ ることが必 要である。

1独立行 政法人通則法第2条 によれ ば
、独 立行政法人 とは 「国民生活及び社会経済

の安定等の公共上の見地か ら確実 に実施 され ることが必要な事務及び事業であって、

国が 自ら主体 となって直接 に実施す る必要のない ものの うち、民間の主体にゆだね

た場合には必ず しも実施 されないおそれがあるもの又 は一の主体 に独 占 して行わせ

ることが必 要で あるものを効率的かつ効果的 に行 わせ るこ とを 目的 として、この法

律及び個別法の定め るところに よ り設立 され る法人 をい う」 と規定 され てい る。

X36



研究論文●独立行政法人会計序説

2平成14年8月 に制定 された 「国立大学法人会 計基 準」
、更 に平成16年3月24日 に告

示 され た 「地方独立行政 法人会計基準」 は、独 立行政法人会計基準 を基本モデル と

し、必要な修 正が加 え られ てお り、同類型の会計基準 に属す る と理解 してよい。

3桜内文城(2004)『 公会計 一国家 の意思決 定 とガバナ ンス』NTT出 版 、pp.56-63

4国庫債務負担行為は財政法第15条 第1項 又 は第2項 の規定 によるものをいい
、国

会の議決 を経 て一定のe囲 で国が債務 を負担す る行為 をなす こ とをい う。

`繰越 明許費は財政法第14条 の3に 定 めが あ り
、歳出予算 の経費の うち、その性質

上又は予算成 立後 の事 由に基 き年度 内にその支 出を終 らない見込のあ るもの につい

て、予 め国会の議決 を経て、翌年度 に繰 り越 して使用す るこ とができるものである。

6「独 立行政法人会計基準」第11章 第73及 び同注34

1独 立行政法人が運営費交付金 を受領 した ときは、相 当額 を運営費交付金債務

として整理す る もの とす る。運 営費交付金債務 は、流動負債 に属す るもの と

す る。

2運 営費交付金債務 は中期 目標 の期 間中は業務 の進行 に応 じて収益化 を行 うも

の とす る。

3運 営費交付金債務 は、次の中期 目標 の期間に繰 り越す こ とはできず、中期 目

標の期 間の最後 の事業年度 の期末処理 において、 これ を全額収益 に振 り替 え

なけれ ばな らない。

4独 立行政法人が固定資産 を取得 した際、その取得額 の うち運営費交付金 に対

応す る額 については、次の よ うに処理す る もの とす る。

(1)取 得 固定資産が運営費交付金 によ り支 出 された と合理的に特定で きる場

合 においては、

ア 当該資産が非償却資産であって、その取得が中期計画の想 定の範囲内で

ある ときに限 り、その金額 を運営費交付金債務か ら資本剰余金 に振 り替 え

る。

イ 当該 資産が非償却資産であって上記アに該 当 しない とき及び当該資産が

償却資産 である ときは、その金額 を運営費交付金債務 か ら別 の負債項 目で

ある資産 見返運営費交付金に振 り替 える。償却資産の場合 は毎事業年度 、

減価償 却相 当額 を取 り崩 して、資産見返運営費交付金戻入 として収益 に振

り替 える。

② 取得固定資産が運営費交付金 に よ り支出 された と合理 的に特定できない

場合 においては、相当 とす る金額 を運営費交付金債務 か ら収益に振 り替 え
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る。(注34)

〈注34>運 営費交付金 の会 計処理 について

1運 営費交付金は独立行政法人 に対 して国か ら負託 され た業務の財源で あ り、

交付金 の交付 をもって直ちに収益 と認識す ることは適 当ではない。 したがっ

て、交付 された運営費 交付金 は相 当額 を運営費交付金債務 として負債 に計上

し、業務の進行 に応 じて収益化 を行 うもの とす る。

2運 営費交付 金の収益化 につ いては、具体的には以下のよ うな考 え方 によるこ

ととす る。

(1)中 期計画及び これ を具体化す る年度 計画等 にお いて、一定の業務等 と運

営費交付金 との対応 関係が明 らかに され ている場合 には、 当該業務等 の達成

度 に応 じて、財源 として予定 され ていた運営費交付金債務 の収益化 を進行 さ

せ るこ とができる。例 えば、一定のプ ロジェク トの実施や退職手 当の支払 に

つい て、交付金財源 との対応 関係 が明 らかに されてい る場合等が これ に該 当

す る。

② 上記の場合 において、業務 の実施 と運営費交付金財源 とが期 間的 に対応

している場合 には、一定 の期 間の経過 を業務 の進行 とみな し、運 営費交付金

債務 を収益化することができる。例えば、管理部 門の活動等がこれに該 当す る。

(3)上 記(1)、②の ような業務 と交付金 との対応 関係 が示 されない場合 には、

運営費交付金債務は、業務のための支 出額を限度 として収益化するものとする。

この場合 に別途使途が特定 されない運営費交付金に基づ く収益以外の収益

があ る場合 には、運営費交付金債務残高 と当該収益 とで財源 を按分 して支 出

され たもの とみなす等の適切 な処理 を行 い、運営費交付金の収益化 を行 うも

の とす る。

(4)運 営費交付金 が既 に実施 され た業務 の財源 を補 てんす るために交付 され

た ことが明 らか といえ る場合 においては、交付時において収益計上す ること

とす る。

3中 期 目標 の期 間の終了時点 においては、期 間中に交付 された運営費 交付金 を

精算す るもの とす る。 このため、中期 目標 の期 間の最後の事業年度 において

は、 当該事業年度 の業務の進行 に応 じて交付 金を収益化 し、 なお、運営費交

付金債務 が残 る場合 には、当該残額 は、別途 、精算のための収益化 を行 うも

の とす る。

4運 営費交付金 の収益化に関す る会計方針 につ いては、適切な開示 を行わなけ
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5

れ ばな らない。

資産見返運営費交付金 を計上 している固定資産 を売却、交換又 は除去 した場

合 には、 これ を全額収益 に振 り替 えることとす る。

7「独立行政法人会計基準」第11章 第74及 び同注35

独 立行政法人 が施設費を受領 した ときは、相 当額 を預 り施設費 として整理す るも

の とす る。預 り施設費 は、流動負債 に属す るもの とす る。

施設費 に よって固定資産 を取得 した場合 は、 当該資産が非償却資産で ある とき又は

当該資産の減価償却 について 「第77特 定 の償却資産の減価 に係 る会計処理」 に

定 める処理 が行われ ることとされ た ときは、当該固定資産の取得費 に相 当す る額 を、

預 り施設費か ら資本剰余金 に振 り替 えなけれ ばな らない。(注35)

〈注35>施 設費 を財源 に固定資産 を取得 した場合 の会 計処理 について

独立行政法人 におけ る施設費は、国か ら拠 出 され た対象資産の購入 を行 うまでは、

そ の使途 が特定 され た財源 として、預 り施設費 として負債 に整理す る。

施設費 を財源 とす る償却資産につ いて は、通常、 「第77特 定の償却資産 の減価 に

係 る会計処理」 に したがって減価償却の処理 を行 うこ とが想 定 され る。 その よ うな

場合 には、当該資産の購i入時において、預 り施設費 を資本剰 余金 に振 り替 える こと

とし、独 立行政法人の財産 的基礎 を構成す るもの とす る。資本剰余金 は、 「第77

特 定の償 却資産 の減価 に係 る会計処理」の規定 によ り、減価償却 の進行に応 じて実

質 的に減価 してい くこ ととなる。

8「独立行政法人会計基準 」第11章 第75及 び同注36・37

(1)独 立行政法人が受領 した寄附金 については、寄附者 がその使途 を特定 した場

合又 は寄附者 が使途 を特定 していな くとも独 立行政法人が使用 に先立って あ らか じ

め計画 的に使途 を特定 した場合 において、寄附金 を受領 した時点では預 り寄附金 と

して負債 に計上 し、当該使途 に充て るための費用 が発生 した時点で当該費用に相 当

す る額 を預 り寄附金 か ら収益 に振 り替 えなけれ ばな らない。(注36)

当該 寄附金 によって固定資産を取得 した場合 は、次のよ うに処理す るもの とす る。

(1)当 該資産が非償却資産であって、その取得 が中期計画 の想定の範 囲内であ ると

きに限 り、その金額 を預 り寄附金か ら資本剰 余金 に振 り替 える。

② 当該資 産が非償 却資産で あって、上記(1)に該 当 しない とき及 び 当該資産 が償

却資産 である ときは、その金額 を預 り寄附金 か ら別 の負債項 目である資産見返寄附

金 に振 り替 える。償却資産の場合 は毎事業年度 、減価償却相 当額 を取 り崩 して、資

産見返 寄附金戻入 と して収益に振 り替 える。(注37)
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(3)寄 附者若 しくは独 立行政法人のいずれ かにおいて もあ らか じめ使途 を特定 した

と認 め られ ない場合 には、当該 寄附金 に相 当す る額 を受領 した期 の収益 と して計上

す る。

〈注36>寄 附金 の負債計上について

独立行政法人 においては、その性格上、様 々な趣 旨の寄附金 を受 けることが想 定

され る。 寄附金 は、寄附者が独 立行政法人 の業務 の実施 を財産 的に支援す る 目的で

出えんす るもので あるが、寄附者 があ らか じめその使途 を特定 した り、あるい は独

立行政法人 の側で使途 を示 して計画的 に管理支 出す ることが想定 され、独立行 政法

人が通常は これ を何 らかの特定の事業のための支出に計画的に充 てなけれ ばな らな

い とい う責務 を負 っているもの と考 え られ る。 このため、受領 した寄附金の会 計的

な性格 として、 あ らか じめ使途 が特定 され て管理 されてい る寄附金 に関 しては、そ

の未使用額 と同額 の負債 の存在 を認 め、受領 した期 の終了後 も引き続 き独 立行政法

人 に留保す るこ とと している。 これは、中期計画期 間の終了時 においても同様 であ

り、運営費交付金 とは異 な り、精算のための収益化 は不要である。

〈注37>寄 附金 を財源 として固定資産 を取得 した場合 の会計処理 について

独 立行政法人が使途 を特定 した寄附金 に よって非償却資産 を取得 した場合 にお いて

は、 これ が中期計画 の想 定の範 囲内である場合 には、独 立行政法人 の財産 的基礎 を

構成す るもの と考 え られ ることか ら、資本剰余金 に振 り替 えるもの とす る。

資産 見返寄附金 を計上 している固定資産 を売却 、交換又 は除去 した場合は、 これ を

全額収益 に振 り替 えることとす る。

9特殊法人の 中には企業会計が適用 されなが ら
、資本剰余金 としての処理 を行 わな

い事例 が ある。 新井清光(1985)『 企業会計原 則論』森 山書店 、pp.85-104は 、 旧国

鉄 が昭和52年 度 か ら国か らの補助金等 を資本積立金か ら利 益 として処理す る方法 に

改 めた こ とを詳 細 に紹 介 してい る。 「その最 も大 きな理 由は、 国 か らの補 助金 を

「資本」処理す る と、補助金 を受 げて 固定設備 を増加すれ ばす るほ ど、減価償却 費

が増大 し、そのため補助金 の受 け入れ による財政改善の効果はたん ら損益計算書上

現われず、逆に国鉄の経営成績が悪化 し、引いて は運賃 引上げの誘因 ともなる とい

う矛盾 を解 消す るこ と(逆にい えば、 国鉄 の経営成績 に与 え る補助金 の効果 を会 計

的に正 しく表現す ること)にあった とい える」(同 書86頁)。 具体 的には、例 えば大

都市交通施設整備 費補助金の場合 、 「前受収益的 な もの として一たん負債 の部 に大

都市交通施設整備 見返勘定 を設 けてプール計上 し」、「当該 固定資産が効用 を発揮す

る期間(耐用年数相 当期 間=30年)に わた り、 これ を取 りくず して収益 に振替 え計上
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す る」(同 書88頁)処 理が行 われ る。

'o国立大学法人会計基 準第11章 第79及 び同注52

1国 立大学法人等が国又は地方公共団体か ら補助金等の概算交付 を受 けた ときは、

相 当額 を預 り補助金等 として整理す るもの とす る、預 り補助金等 は流動負債 に属す

るもの とす る。

2預 り補助金等 は、補助金等 の交付 の 目的 に従 った業務 の進行 に応 じて収益化 を

行 うもの とす る。

3補 助金等 を財源 の全部又は一部 として固定資産等 を取得 した ときは、次の よ う

に処理す るもの とす る。(注52)

(1)当 該資産が非償却資産である ときは、取得 に充て られた補助金等の金額 を預 り

補助金等か ら資本剰余金 に振 り替 える。

② 当該資産 が償却資産 であるときは、取得 に充て られた補助金等の金額 を預 り補

助金等か ら資産見返補助金等に振 り替 える。資産見返補助金等 は、毎事業年度、 当

該資産の減価償却額に取得価額 に 占める補助金等の割合 を乗 じて算定 した額 を取 り

崩 して、資産見返補助金等戻入 として収益に振 り替 える。

〈注52>補 助金等の会計処理 につ いて

1補 助金等が既 に実施 された業務 の財源 を補てんす るた めに精算交付 され た場合

において は、補助金等の交付 を受 けた ときに収益計上す るもの とす る。

2長 期 の契約 によ り固定資産 を取得す る場合 であって、 当該契約 に基づ き前払金

又は部分払金 を支払 うときは、その金額 を預 り補助金等 か ら建設仮勘定見返補助金

等に振 り替 え、現実 に引渡 しを受 けた ときに建設仮勘 定見返補助金等 を本来の科 目

(資本剰余金又 は資産見返補助金 等)に 振 り替 え るもの とす る。 また、当該 固定資

産が償却資産の場合 は毎事業年度 、減価償 却相 当額 を取 り崩 して、資産見返補助金

等戻入 として収益 に振 り替 える。

3資 産見返補助金等 を計上 してい る固定資産 を売却、交換又 は除却 した場合 には、

これ を全額収益 に振 り替 えるもの とす る。

"独 立行政法人評価年報(平 成14年 度版)(PDF)

http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030701-2.ht皿1

12独立行政・法人評価年報(平 成15年 度版)(PDF)

http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/04120fi_7.html

'3国立大学法人については法人化 して間もないためにデー タが未だ存在 しないので、

国立大学法人 と私 立大学 との比較分析 は将来に向けての課題 である。
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14左3列 の数値は独 立行政法人評価年報(平 成14年 度版)に よる
。

'5左3列 の数値 は独 立行政法人評価年報(平 成15年 度版)に よる
。

16運営費交付金債務 は基準第73(3)に 従い 中期 目標 期間の最後 に全額収益 に振 り替

えることが求 め られ るので、負債計上に伴 う利 益圧縮効果 もそ の期間内に止ま るこ

とにな る。
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